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(54)【発明の名称】 表示装置の駆動方法およびそれを用いた表示装置

(57)【要約】
【課題】  マトリクス型の表示装置を十分な低消費電力
化とチラツキが十分に抑制された高表示品位とを両立さ
せて駆動する。
【解決手段】  休止期間Ｔ２において、液晶パネルのデ
ータ信号線および対向電極の電位を、走査期間Ｔ１での
それぞれの電圧振幅の中心とほぼ等しくする。これによ
り、液晶層に印加される実効電圧が、走査期間Ｔ１と休
止期間Ｔ２とでほぼ等しくなる。また、休止期間Ｔ２に
おいて、最初に対向電極の交流駆動を停止し（ｄ点）、
続いてソースドライバをハイインピーダンス状態にする
（ｅ点）。これにより、休止期間Ｔ２にソースドライバ
内のアンプを流れる定常電流を削減できる。よって、走
査期間Ｔ１ごとに発生していたチラツキを解消して良好
な表示品位を保ったまま、低消費電力化を達成すること
ができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】画素がマトリクス状に配設された画面の各
走査信号線を選択して走査し、選択されたラインの画素
にデータ信号線からデータ信号を供給して表示を行う表
示装置の駆動方法において、
１画面を走査する走査期間に続けて、該走査期間よりも
長く全走査信号線を非走査状態とする休止期間を設け、
かつ、上記休止期間には上記データ信号線の電位を所定
のデータ信号線休止電位に固定することを特徴とする表
示装置の駆動方法。
【請求項２】上記休止期間におけるデータ信号線のデー
タ信号線休止電位を、上記走査期間にデータ信号線に供
給されるデータ信号の電圧範囲内に設定することを特徴
とする請求項１に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項３】上記休止期間におけるデータ信号線のデー
タ信号線休止電位を、上記走査期間にデータ信号線に供
給されるデータ信号の振幅中心に設定することを特徴と
する請求項１に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項４】画素がマトリクス状に配設された画面の各
走査信号線を選択して走査し、選択されたラインの画素
にデータ信号線からデータ信号を供給して表示を行う表
示装置の駆動方法において、
１画面を走査する走査期間に続けて、該走査期間よりも
長く全走査信号線を非走査状態とする休止期間を設け、
かつ、上記休止期間には対向電極の電位を所定の対向電
極休止電位に固定することを特徴とする表示装置の駆動
方法。
【請求項５】上記休止期間における対向電極の対向電極
休止電位を、上記走査期間に対向電極に供給される対向
電極駆動信号の電圧範囲内に設定することを特徴とする
請求項４に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項６】上記休止期間における対向電極の対向電極
休止電位を、上記走査期間に対向電極に供給される対向
電極駆動信号の振幅中心に設定することを特徴とする請
求項４に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項７】請求項１から３の何れか１項に記載の表示
装置の駆動方法によって、休止期間にはデータ信号線の
電位をデータ信号線休止電位に固定し、
かつ、請求項４から６の何れか１項に記載の表示装置の
駆動方法によって、上記休止期間には対向電極の電位を
対向電極休止電位に固定することを特徴とする表示装置
の駆動方法。
【請求項８】上記休止期間において、
上記データ信号線の電位と上記対向電極の電位とを、デ
ータ信号線休止電位と対向電極休止電位とにそれぞれ固
定した後、
上記データ信号線にデータ信号を供給するデータ信号ド
ライバに対して当該データ信号線をハイインピーダンス
状態とすることを特徴とする請求項７に記載の表示装置
の駆動方法。
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【請求項９】画素がマトリクス状に配設された画面の各
走査信号線を選択して走査し、選択されたラインの画素
にデータ信号線からデータ信号を供給して表示を行う表
示装置の駆動方法において、
１画面を走査する走査期間に続けて、該走査期間よりも
長く全走査信号線を非走査状態とする休止期間を設け、
かつ、上記休止期間には上記データ信号線に、周波数が
上記走査期間に当該データ信号線に供給されるデータ信
号の周波数以下の交流の駆動信号を印加することを特徴
とする表示装置の駆動方法。
【請求項１０】上記休止期間にデータ信号線に印加する
駆動信号の振幅を、上記走査期間に当該データ信号線に
供給されるデータ信号の電圧範囲内に設定することを特
徴とする請求項９に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項１１】画素がマトリクス状に配設された画面の
各走査信号線を選択して走査し、選択されたラインの画
素にデータ信号線からデータ信号を供給して表示を行う
表示装置の駆動方法において、
１画面を走査する走査期間に続けて、該走査期間よりも
長く全走査信号線を非走査状態とする休止期間を設け、
かつ、上記休止期間には対向電極に、振幅が上記走査期
間に当該対向電極に供給される対向電極駆動信号の電圧
範囲内、周波数が当該対向電極駆動信号の周波数以下の
交流の駆動信号を印加することを特徴とする表示装置の
駆動方法。
【請求項１２】請求項９または１０に記載の表示装置の
駆動方法によって、休止期間にはデータ信号線に交流の
駆動信号を印加し、
かつ、請求項１１に記載の表示装置の駆動方法によっ
て、上記休止期間には対向電極に交流の駆動信号を印加
し、
上記の両駆動信号の周波数および位相が一致しているこ
とを特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項１３】画素がマトリクス状に配設された画面の
各走査信号線を選択して走査し、選択されたラインの画
素にデータ信号線からデータ信号を供給して表示を行う
表示装置の駆動方法において、
１画面を走査する走査期間に続けて、該走査期間よりも
長く全走査信号線を非走査状態とする休止期間を設け、
かつ、上記休止期間には、振幅が上記走査期間に対向電
極に供給される対向電極駆動信号の電圧範囲内、周波数
が当該対向電極駆動信号の周波数以下の交流の駆動信号
を上記対向電極に印加するとともに、当該交流の駆動信
号を上記データ信号線にも印加することを特徴とする表
示装置の駆動方法。
【請求項１４】画素がマトリクス状に配設された画面の
各走査信号線を選択して走査し、選択されたラインの画
素にデータ信号線からデータ信号を供給して表示を行う
表示装置の駆動方法において、
１画面を走査する走査期間に続けて、該走査期間よりも
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長く全走査信号線を非走査状態とする休止期間を設け、
かつ、上記休止期間には、上記走査期間に対向電極に供
給される対向電極駆動信号の電圧範囲内の電位の直流の
駆動信号を上記対向電極に印加するとともに、当該直流
の駆動信号を上記データ信号線にも印加することを特徴
とする表示装置の駆動方法。
【請求項１５】請求項１から１４の何れか１項に記載の
表示装置の駆動方法を実行する制御手段を備えることを
特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、マトリクス型の表
示装置の低消費電力化に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、ワードプロセッサ、ラップトップ
型パーソナルコンピュータ、ポケットテレビなどへの液
晶表示装置の応用が急速に進展している。特に、液晶表
示装置の中でも外部から入射した光を反射させて表示を
行う反射型液晶表示装置は、バックライトが不要である
ため消費電力が少なく薄型であって、軽量化が可能であ
ることから注目されている。
【０００３】従来の反射型液晶表示装置は、時計などに
用いられている単純な数字や絵文字のみを表示すること
のできるセグメント表示方式、さらにパーソナルコンピ
ュータや携帯情報端末などの複雑な表示に対応すること
のできるものとして、単純マルチプレックス駆動方式
と、ＴＦＴ（thin film transistor）などのアクティブ
素子を使用したアクティブマトリクス駆動方式とに大別
される。各方式とも消費電力を低減することが望まし
い。
【０００４】マトリクス型液晶表示装置のうち単純マル
チプレックス駆動方式のものでは、２型程度の大きさで
消費電力が１０ｍＷ～１５ｍＷ程度と十分に小さいもの
の、明るさおよびコントラストが低く、応答速度が小さ
いなど基本的な表示品位に問題がある。一方、ＴＦＴな
どを使用したアクティブ駆動方式では、明るさおよびコ
ントラストが高く、応答速度も大きく基本的な表示品位
は十分であるものの、周辺駆動回路が複雑であるため、
消費電力は２型程度の大きさでも１００ｍＷ～１５０ｍ
Ｗ程度であり、十分に満足できるものではなかった。
【０００５】これに対して、これまでも十分な低消費電
力化と良好な表示品位とのための研究開発が精力的に行
われている。
【０００６】例えば、SID '95 予稿集p249～p252および
公開特許公報「特開平３－２７１７９５号公報（公開
日：平成３年（１９９１）１２月３日）」には、ＴＦＴ
液晶ドライバの消費電力を下げる手法として、マルチフ
ィールド駆動法が提案されている。これは、一画面の走
査を走査信号線の１本おきもしくは複数本おきとして複
数回に分割して行い、１回の走査中はデータ信号線の電
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圧の極性反転を行わないことにより、データ信号線ドラ
イバの消費電力の低減を行うものである。また、各ライ
ンで発生する明るさの変化、すなわちチラツキを、隣接
する反対極性のラインのチラツキで相殺することにより
全体としてチラツキのない表示を実現することも目的と
している。
【０００７】さらに、例えば、公開特許公報「特開平６
－３４２１４８号公報（公開日：平成６年（１９９４）
１２月１３日）」に開示されている方式のように、液晶
パネルに強誘電性液晶を用いてメモリ性を持たせ、駆動
周波数（リフレッシュレート）を小さくして消費電力を
削減する方法もある。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、マルチ
フィールド駆動を行ってもラインごとにチラツキは発生
しており、隣接するラインで相殺しても実際にはチラツ
キが知覚され、視認性が著しく低下する。また、駆動周
波数の低減は僅かであって低消費電力化も十分とは言え
ない。さらに、マルチフィールド駆動方式では一画面を
複数枚のサブフィールドに分割し、走査を走査信号線の
１本おきもしくは複数本おきに行うために、一旦画像を
フレームメモリに蓄積した後、駆動する走査信号線に対
応する信号を読み出す必要があり、回路構成が複雑化す
ることは避けられない。したがって、周辺回路が大型化
してコストアップにつながるという欠点を有している。
【０００９】さらに、「特開平６－３４２１４８号公
報」に開示されている方法では、強誘電性液晶が基本的
に２値（白黒）表示であるために階調表示ができず、自
然画の表示ができない。加えて、強誘電性液晶をパネル
化するには高度なパネル作成技術が要求されるため、実
現が困難であり、今日に至るまで実用化に至っていな
い。
【００１０】このように、従来のマトリクス型液晶表示
装置の駆動方法では、明るさ、コントラスト、応答速
度、階調性などの基本的な表示品位を満たした状態で、
容易に十分な低消費電力化を図ることができなかった。
さらに、上記従来のマトリクス型液晶表示装置の駆動方
法では、十分な低消費電力化とチラツキのない高表示品
位とを両立させることができなかった。これらの問題点
は液晶表示装置に限らず、マトリクス型の表示装置一般
について言えることでもある。
【００１１】本発明は、上記の問題点を解決するために
なされたもので、その目的は、十分な低消費電力化とチ
ラツキが十分に抑制された高表示品位とを両立させるこ
とのできるマトリクス型の表示装置の駆動方法、および
それを用いた表示装置を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】本発明の表示装置の駆動
方法は、上記の課題を解決するために、画素がマトリク
ス状に配設された画面の各走査信号線を選択して走査
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し、選択されたラインの画素にデータ信号線からデータ
信号を供給して表示を行う表示装置の駆動方法におい
て、１画面を走査する走査期間に続けて、該走査期間よ
りも長く全走査信号線を非走査状態とする休止期間を設
け、かつ、上記休止期間には上記データ信号線の電位を
所定のデータ信号線休止電位に固定することを特徴とし
ている。
【００１３】本発明の表示装置の駆動方法は、上記の課
題を解決するために、さらに、上記休止期間におけるデ
ータ信号線のデータ信号線休止電位を、上記走査期間に
データ信号線に供給されるデータ信号の電圧範囲内に設
定することを特徴としている。
【００１４】本発明の表示装置の駆動方法は、上記の課
題を解決するために、さらに、上記休止期間におけるデ
ータ信号線のデータ信号線休止電位を、上記走査期間に
データ信号線に供給されるデータ信号の振幅中心に設定
することを特徴としている。
【００１５】上記の方法により、１画面を書き換える走
査期間の後に、非走査期間として走査期間よりも長い休
止期間を設けることによって、データ信号の供給周波数
に正比例して増加するデータ信号線ドライバ（ソースド
ライバ）の消費電力を、容易に削減することができる。
【００１６】また、休止期間におけるデータ信号線の電
位をデータ信号線休止電位に固定することによって、休
止期間におけるデータ信号線の電位を最適に制御するこ
とが可能となる。すなわち、走査期間と休止期間とにお
いて、データ信号線の電位が画素電極に与える影響をほ
ぼ等しくすることが可能となる。よって、休止期間を設
けても、画素電極の電位の実効値をほぼ一定にして、チ
ラツキの無い表示を実現できる。
【００１７】したがって、マトリクス型の表示装置にお
いて、十分な低消費電力化とチラツキが十分に抑制され
た高表示品位とを両立させることが可能となる。
【００１８】そして、休止期間においてデータ信号線の
電位を固定するデータ信号線休止電位は、走査期間にデ
ータ信号線に供給されるデータ信号の電圧範囲内に設定
することが好ましい。さらに、データ信号線休止電位
は、走査期間にデータ信号線に供給されるデータ信号の
振幅中心に設定することがより好ましい。
【００１９】なお、アクティブマトリクス液晶表示装置
であれば、休止期間におけるデータ信号線の電位は走査
期間の振幅中心±１．５Ｖの範囲で値を変化させても実
用上チラツキの無い表示を実現できる。
【００２０】また、本発明の表示装置の駆動方法は、上
記の課題を解決するために、画素がマトリクス状に配設
された画面の各走査信号線を選択して走査し、選択され
たラインの画素にデータ信号線からデータ信号を供給し
て表示を行う表示装置の駆動方法において、１画面を走
査する走査期間に続けて、該走査期間よりも長く全走査
信号線を非走査状態とする休止期間を設け、かつ、上記
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休止期間には対向電極の電位を所定の対向電極休止電位
に固定することを特徴としている。
【００２１】本発明の表示装置の駆動方法は、上記の課
題を解決するために、さらに、上記休止期間における対
向電極の対向電極休止電位を、上記走査期間に対向電極
に供給される対向電極駆動信号の電圧範囲内に設定する
ことを特徴としている。
【００２２】本発明の表示装置の駆動方法は、上記の課
題を解決するために、さらに、上記休止期間における対
向電極の対向電極休止電位を、上記走査期間に対向電極
に供給される対向電極駆動信号の振幅中心に設定するこ
とを特徴としている。
【００２３】上記の方法により、データ信号ドライバの
出力電圧の振幅を削減するために対向電極を交流駆動す
る場合であっても、１画面を書き換える走査期間の後
に、非走査期間として走査期間よりも長い休止期間を設
けることによって、データ信号の供給周波数に正比例し
て増加する対向電極駆動ドライバ（コモンドライバ）の
消費電力を、容易に削減することができる。
【００２４】また、休止期間における対向電極の電位を
対向電極休止電位に固定することによって、休止期間に
おける対向電極の電位を最適に制御することが可能とな
る。すなわち、走査期間と休止期間とにおいて、対向電
極の電位が画素電極に与える影響をほぼ等しくすること
が可能となる。よって、休止期間を設けても、画素電極
の電位の実効値をほぼ一定にして、チラツキの無い表示
を実現できる。
【００２５】したがって、マトリクス型の表示装置にお
いて、十分な低消費電力化とチラツキが十分に抑制され
た高表示品位とを両立させることが可能となる。
【００２６】そして、休止期間において対向電極の電位
を固定する対向電極休止電位は、走査期間に対向電極に
供給される対向電極駆動信号の電圧範囲内に設定するこ
とが好ましい。さらに、対向電極休止電位は、走査期間
に対向電極に供給される対向電極駆動信号の振幅中心に
設定することがより好ましい。
【００２７】なお、アクティブマトリクス液晶表示装置
であれば、休止期間における対向電極の電位は走査期間
の振幅中心±１．０Ｖの範囲で値を変化させても実用上
チラツキの無い表示を実現できる。
【００２８】また、本発明の表示装置の駆動方法は、上
記の課題を解決するために、上記の表示装置の駆動方法
によって、休止期間にはデータ信号線の電位をデータ信
号線休止電位に固定し、かつ、上記の表示装置の駆動方
法によって、上記休止期間には対向電極の電位を対向電
極休止電位に固定することを特徴としている。
【００２９】上記の方法により、１画面を書き換える走
査期間の後に、非走査期間として走査期間よりも長い休
止期間を設けることによって、データ信号線および対向
電極に供給される駆動信号の周波数に正比例して増加す
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7
る消費電力を、容易に削減することができる。
【００３０】また、休止期間におけるデータ信号線およ
び対向電極の電位をそれぞれデータ信号線休止電位およ
び対向電極休止電位にそれぞれ固定することによって、
休止期間におけるデータ信号線および対向電極の電位を
最適に制御することが可能となる。すなわち、走査期間
と休止期間とにおいて、データ信号線および対向電極の
電位が画素電極に与える影響をほぼ等しくすることが可
能となる。ここで、データ信号線休止電位および対向電
極休止電位は、画素電極と対向電極との間の実効電圧
が、走査期間と休止期間とでほぼ等しくなるように設定
すればよい。よって、休止期間を設けても、画素電極の
電位の実効値をほぼ一定にして、チラツキの無い表示を
実現できる。
【００３１】したがって、マトリクス型の表示装置にお
いて、十分な低消費電力化とチラツキが十分に抑制され
た高表示品位とを両立させることが可能となる。
【００３２】本発明の表示装置の駆動方法は、上記の課
題を解決するために、さらに、上記休止期間において、
上記データ信号線の電位と上記対向電極の電位とを、デ
ータ信号線休止電位と対向電極休止電位とにそれぞれ固
定した後、上記データ信号線にデータ信号を供給するデ
ータ信号ドライバに対して当該データ信号線をハイイン
ピーダンス状態とすることを特徴としている。
【００３３】上記の方法により、さらに、休止期間に全
データ信号線をデータ信号ドライバから切り離すなどし
て、データ信号ドライバに対してハイインピーダンス状
態とするので、休止期間において各データ信号線の電位
を一定に保持することができる。
【００３４】よって、データ信号線と接続される画素電
極を有する表示装置において生じる、データ信号線と画
素電極との容量結合に起因した画素電極の電位変動など
のように、データ信号線の電位変動によって生じる各画
素のデータ保持状態の変化が抑制され、画面のチラツキ
が十分に抑制される。
【００３５】したがって、マトリクス型の表示装置にお
いて、十分な低消費電力化とチラツキが十分に抑制され
た高表示品位とを両立させることが可能となる。
【００３６】また、本発明の表示装置の駆動方法は、上
記の課題を解決するために、画素がマトリクス状に配設
された画面の各走査信号線を選択して走査し、選択され
たラインの画素にデータ信号線からデータ信号を供給し
て表示を行う表示装置の駆動方法において、１画面を走
査する走査期間に続けて、該走査期間よりも長く全走査
信号線を非走査状態とする休止期間を設け、かつ、上記
休止期間には上記データ信号線に、周波数が上記走査期
間に当該データ信号線に供給されるデータ信号の周波数
以下の交流の駆動信号を印加することを特徴としてい
る。
【００３７】本発明の表示装置の駆動方法は、上記の課
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題を解決するために、さらに、上記休止期間にデータ信
号線に印加する駆動信号の振幅を、上記走査期間に当該
データ信号線に供給されるデータ信号の電圧範囲内に設
定することを特徴としている。
【００３８】上記の方法により、１画面を書き換える走
査期間の後に、非走査期間として走査期間よりも長い休
止期間を設け、データ信号線に供給する駆動信号の周波
数を走査期間よりも小さくすることによって、データ信
号の供給周波数に正比例して増加するデータ信号線ドラ
イバ（ソースドライバ）の消費電力を、容易に削減する
ことができる。
【００３９】そして、休止期間においてデータ信号線に
供給する駆動信号の周波数の上限は、走査期間の駆動信
号よりも小さければよく、当該駆動信号の周波数の１／
２以下であれば好ましく、１／１０以下であればより好
ましい。また、休止期間においてデータ信号線に供給す
る駆動信号の周波数の下限は、３０Ｈｚ以上、より好ま
しくは４５Ｈｚであればよく、この設定によればチラツ
キのない表示が得られる。
【００４０】また、休止期間においてデータ信号線に供
給する駆動信号を、振幅を上記走査期間に当該データ信
号線に供給されるデータ信号の電圧範囲内、周波数を当
該データ信号の周波数以下とすることによって、休止期
間におけるデータ信号線の電位を最適に制御することが
可能となる。すなわち、走査期間と休止期間とにおい
て、データ信号線の電位が画素電極に与える影響をほぼ
等しくすることが可能となる。よって、休止期間を設け
ても、画素電極の電位の実効値をほぼ一定にして、チラ
ツキの無い表示を実現できる。
【００４１】したがって、マトリクス型の表示装置にお
いて、十分な低消費電力化とチラツキが十分に抑制され
た高表示品位とを両立させることが可能となる。
【００４２】また、本発明の表示装置の駆動方法は、上
記の課題を解決するために、画素がマトリクス状に配設
された画面の各走査信号線を選択して走査し、選択され
たラインの画素にデータ信号線からデータ信号を供給し
て表示を行う表示装置の駆動方法において、１画面を走
査する走査期間に続けて、該走査期間よりも長く全走査
信号線を非走査状態とする休止期間を設け、かつ、上記
休止期間には対向電極に、振幅が上記走査期間に当該対
向電極に供給される対向電極駆動信号の電圧範囲内、周
波数が当該対向電極駆動信号の周波数以下の交流の駆動
信号を印加することを特徴としている。
【００４３】上記の方法により、データ信号ドライバの
出力電圧の振幅を削減するために対向電極を交流駆動す
る場合であっても、１画面を書き換える走査期間の後
に、非走査期間として走査期間よりも長い休止期間を設
け、対向電極に供給する駆動信号の周波数を走査期間よ
りも小さくすることによって、対向電極駆動信号の供給
周波数に正比例して増加する対向電極駆動ドライバ（コ
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モンドライバ）の消費電力を、容易に削減することがで
きる。
【００４４】また、休止期間において対向電極に供給す
る駆動信号を、振幅を上記走査期間に当該対向電極に供
給される対向電極駆動信号の電圧範囲内、周波数を当該
対向電極駆動信号の周波数以下とすることによって、休
止期間における対向電極の電位を最適に制御することが
可能となる。すなわち、走査期間と休止期間とにおい
て、対向電極の電位が画素電極に与える影響をほぼ等し
くすることが可能となる。よって、休止期間を設けて
も、画素電極の電位の実効値をほぼ一定にして、チラツ
キの無い表示を実現できる。
【００４５】したがって、マトリクス型の表示装置にお
いて、十分な低消費電力化とチラツキが十分に抑制され
た高表示品位とを両立させることが可能となる。
【００４６】そして、休止期間において対向電極に供給
する駆動信号の周波数の上限は、走査期間の駆動信号よ
りも小さければよく、当該駆動信号の周波数の１／２以
下であれば好ましく、１／１０以下であればより好まし
い。また、休止期間において対向電極に供給する駆動信
号の周波数の下限は、３０Ｈｚ以上、より好ましくは４
５Ｈｚであればよく、この設定によればチラツキのない
表示が得られる。
【００４７】また、本発明の表示装置の駆動方法は、上
記の課題を解決するために、上記の表示装置の駆動方法
によって、休止期間にはデータ信号線に交流の駆動信号
を印加し、かつ、上記の表示装置の駆動方法によって、
上記休止期間には対向電極に交流の駆動信号を印加し、
上記の両駆動信号の周波数および位相が一致しているこ
とを特徴としている。
【００４８】上記の方法により、１画面を書き換える走
査期間の後に、非走査期間として走査期間よりも長い休
止期間を設けることによって、データ信号線および対向
電極に供給される駆動信号の周波数に正比例して増加す
る消費電力を、容易に削減することができる。
【００４９】また、休止期間においてデータ信号線およ
び対向電極を、振幅が走査期間に供給される駆動信号の
電圧範囲内、周波数が当該駆動信号の周波数以下である
駆動信号によってそれぞれ駆動することによって、休止
期間におけるデータ信号線および対向電極の電位を最適
に制御することが可能となる。すなわち、走査期間と休
止期間とにおいて、データ信号線および対向電極の電位
が画素電極に与える影響をほぼ等しくすることが可能と
なる。ここで、休止期間においてデータ信号線および対
向電極へ供給するそれぞれの駆動信号の振幅および周波
数は、画素電極と対向電極との間の実効電圧が、走査期
間と休止期間とでほぼ等しくなるように設定すればよ
い。なお、休止期間においてデータ信号線および対向電
極へ供給するそれぞれの駆動信号の位相は、一致させる
ことが望ましい。よって、休止期間を設けても、画素電
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極の電位の実効値をほぼ一定にして、チラツキの無い表
示を実現できる。
【００５０】したがって、マトリクス型の表示装置にお
いて、十分な低消費電力化とチラツキが十分に抑制され
た高表示品位とを両立させることが可能となる。
【００５１】なお、本発明の表示装置の駆動方法は、上
述のように、休止期間において、データ信号線の電位を
データ信号線休止電位に固定するとともに、対向電極の
電位を対向電極休止電位に固定してもよいし、また、デ
ータ信号線に交流の駆動信号を印加するとともに、対向
電極に交流の駆動信号を印加してもよい。さらに、本発
明の表示装置の駆動方法は、休止期間において、データ
信号線の電位をデータ信号線休止電位に固定するととも
に、対向電極に交流の駆動信号を印加してもよいし、逆
に、データ信号線に交流の駆動信号を印加するととも
に、対向電極の電位を対向電極休止電位に固定してもよ
い。
【００５２】また、本発明の表示装置の駆動方法は、上
記の課題を解決するために、画素がマトリクス状に配設
された画面の各走査信号線を選択して走査し、選択され
たラインの画素にデータ信号線からデータ信号を供給し
て表示を行う表示装置の駆動方法において、１画面を走
査する走査期間に続けて、該走査期間よりも長く全走査
信号線を非走査状態とする休止期間を設け、かつ、上記
休止期間には、振幅が上記走査期間に対向電極に供給さ
れる対向電極駆動信号の電圧範囲内、周波数が当該対向
電極駆動信号の周波数以下の交流の駆動信号を上記対向
電極に印加するとともに、当該交流の駆動信号を上記デ
ータ信号線にも印加することを特徴としている。
【００５３】また、本発明の表示装置の駆動方法は、上
記の課題を解決するために、画素がマトリクス状に配設
された画面の各走査信号線を選択して走査し、選択され
たラインの画素にデータ信号線からデータ信号を供給し
て表示を行う表示装置の駆動方法において、１画面を走
査する走査期間に続けて、該走査期間よりも長く全走査
信号線を非走査状態とする休止期間を設け、かつ、上記
休止期間には、上記走査期間に対向電極に供給される対
向電極駆動信号の電圧範囲内の電位の直流の駆動信号を
上記対向電極に印加するとともに、当該直流の駆動信号
を上記データ信号線にも印加することを特徴としてい
る。
【００５４】上記の方法により、１画面を書き換える走
査期間の後に、非走査期間として走査期間よりも長い休
止期間を設けることによって、データ信号線および対向
電極に供給される駆動信号の周波数に正比例して増加す
る消費電力を、容易に削減することができる。
【００５５】また、休止期間においてデータ信号線およ
び対向電極を、振幅が走査期間に対向電極に供給される
対向電極駆動信号の電圧範囲内、周波数が対向電極駆動
信号の周波数以下である交流の駆動信号、あるいは、前
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記対向電極駆動信号の電圧範囲内の電位の直流の駆動信
号で駆動することによって、休止期間におけるデータ信
号線と対向電極との電位差を最適に制御することが可能
となる。すなわち、走査期間と休止期間とにおいて、デ
ータ信号線および対向電極の電位が画素電極に与える影
響をほぼ等しくできる。
【００５６】よって、休止期間においてデータ信号線お
よび対向電極へ供給する駆動信号の振幅および位相が一
致するため、休止期間を設けても、画素電極の電位の実
効値をほぼ一定にして、チラツキの無い表示を実現でき
る。
【００５７】加えて、休止期間ではデータ信号線の駆動
信号を対向電極に駆動信号を供給する交流信号発生回路
（コモンドライバ）から供給することが可能となるた
め、休止期間中データ信号ドライバをデータ信号線から
切り離してデータ信号ドライバを休止させることによ
り、消費電力を削減できる。
【００５８】したがって、マトリクス型の表示装置にお
いて、十分な低消費電力化とチラツキが十分に抑制され
た高表示品位とを両立させることが可能となる。
【００５９】なお、アクティブマトリクス液晶表示装置
であれば、休止期間におけるデータ信号線および対向電
極の電位は走査期間の振幅中心±１．０Ｖの範囲で値を
変化させても実用上チラツキの無い表示を実現できる。
【００６０】本発明の表示装置は、上記の課題を解決す
るために、上記の駆動方法を実行する制御手段を備える
ことを特徴としている。
【００６１】上記の構成により、マトリクス型の表示装
置において、十分な低消費電力化とチラツキが十分に抑
制された高表示品位とを両立させることが可能となる。
例えば、液晶表示装置に適用よれば、アクティブ素子を
有する構成において、良好な表示品位を保ったまま、低
消費電力化を達成することができる。
【００６２】
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について図１
から図１３に基づいて説明すれば、以下のとおりであ
る。
【００６３】なお、以下の実施の形態では、本発明の表
示装置の駆動方法およびそれを用いた表示装置につい
て、アクティブマトリクス液晶表示装置を例に説明す
る。しかし、本発明はこれに限定されるものではなく、
ＴＦＴ素子を用いてアドレスするＥＬ（electro lumine
scence）表示装置などにも適用できる。また、上記の表
示装置は、携帯電話、ポケットゲーム機、ＰＤＡ（pers
onal digital assistants）、携帯ＴＶ、リモートコン
トロール、ノート型パーソナルコンピュータ、その他の
携帯端末などに搭載可能である。これらの携帯機器はバ
ッテリー駆動されることが多く、チラツキのない良好な
表示品位を保ったままの低消費電力化が図れる表示装置
を搭載することにより、長時間駆動が容易になる。
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【００６４】図６に、本実施の形態に係る表示装置とし
ての液晶表示装置（表示装置）１のシステムブロック図
を示す。上記液晶表示装置１は、反射型液晶表示装置で
あり、液晶パネル（画面）２、ゲートドライバ３、ソー
スドライバ（データ信号ドライバ）４、コントロール
（制御手段）ＩＣ５、画像メモリ６、コモンドライバ７
を備えて構成されている。
【００６５】上記液晶パネル２は、図７に示すように、
マトリクス状に配置された画素からなる画面と、上記画
面を線順次に選択して走査する複数の走査信号線と、選
択されたラインの画素にデータ信号を供給する複数のデ
ータ信号線とを備えている。そして、走査信号線とデー
タ信号線とは直交している。
【００６６】ここで、図８および図９を用いて、液晶パ
ネル２の具体的な構成例について説明する。図８は、図
９のＡ－Ａ線断面図である。図９は、図８に示した液晶
層１３以下の構成を示す平面図である。
【００６７】図８に示すように、液晶パネル２は反射型
のアクティブマトリクス型液晶パネルであり、２枚のガ
ラス基板１１・１２にネマチック液晶などの液晶層１３
が挟持され、ガラス基板１２上にアクティブ素子として
のＴＦＴ１４…が形成された基本構成を有している。な
お、本実施の形態ではアクティブ素子としてＴＦＴを用
いるが、ＭＩＭ（metal insulator metal ）やＴＦＴ以
外のＦＥＴを用いることもできる。ガラス基板１１の上
面には、入射光の状態を制御するための位相差板１５、
偏光板１６、および反射防止膜１７がこの順で設けられ
ている。ガラス基板１１の下面には、ＲＧＢのカラーフ
ィルタ１８、および対向電極としての透明共通電極（対
向電極）１９がこの順で設けられている。カラーフィル
タ１８によりカラー表示が可能となっている。
【００６８】各ＴＦＴ１４においては、ガラス基板１２
上に設けられた走査信号線の一部をゲート電極２０と
し、その上にゲート絶縁膜２１が形成されている。ゲー
ト絶縁膜２１を挟んでゲート電極２０と対向する位置に
ｉ型アモルファスシリコン層２２が設けられ、ｉ型アモ
ルファスシリコン層２２のチャネル領域を挟むようにｎ
+ 型アモルファスシリコン層２３が２箇所形成されてい
る。一方のｎ+ 型アモルファスシリコン層２３の上面に
はデータ信号線の一部をなすデータ電極２４が形成さ
れ、他方のｎ+ 型アモルファスシリコン層２３の上面か
らゲート絶縁膜２１の平坦部上面にわたってドレイン電
極２５が引き出されて形成されている。ドレイン電極２
５の引き出し開始箇所と反対側の一端は、図９に示すよ
うに補助容量配線３３と対向する矩形の補助容量用電極
パッド２７ａと接続されている。ＴＦＴ１４…の上面に
は層間絶縁膜２６が形成されており、層間絶縁膜２６の
上面には反射電極２７ｂ…が設けられている。反射電極
２７ｂ…は周囲光を用いて反射型表示を行うための反射
部材である。反射電極２７ｂ…による反射光の方向を制
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御するために、層間絶縁膜２６の表面には微細な凹凸が
形成されている。
【００６９】さらに、各反射電極２７ｂは、層間絶縁膜
２６に設けたコンタクトホール２８を通じてドレイン電
極２５と導通している。すなわち、データ電極２４から
印加されてＴＦＴ１４により制御される電圧は、ドレイ
ン電極２５からコンタクトホール２８を介して反射電極
２７ｂに印加され、反射電極２７ｂと透明共通電極１９
との間の電圧によって液晶層１３が駆動される。すなわ
ち、補助容量用電極パッド２７ａと反射電極２７ｂとは
互いに導通し、また反射電極２７ｂと透明共通電極１９
との間に液晶が介在している。このように、補助容量用
電極パッド２７ａと反射電極２７ｂとは画素電極２７を
構成している。透過型の液晶表示装置の場合は、上記各
電極に相当するように配置された画素電極が透明電極と
なる。
【００７０】さらに、図８のうち液晶層１３より下方の
部分を上方から見た図９に示すように、液晶パネル２に
は、ＴＦＴ１４のゲート電極２０に走査信号を供給する
走査信号線３１…と、ＴＦＴ１４のデータ電極２４にデ
ータ信号を供給するデータ信号線３２…とがガラス基板
１２上に直交するように設けられている。そして、補助
容量用電極パッド２７ａ…のそれぞれとの間に画素の補
助容量を形成する補助容量電極としての補助容量配線３
３…が設けられている。補助容量配線３３…は走査信号
線３１…以外の位置で、一部がゲート絶縁膜２１を挟ん
で補助容量用電極パッド２７ａ…と対をなすようにガラ
ス基板１２上に走査信号線３１…と平行に設けられてい
る。この場合に限らず、補助容量配線３３…は走査信号
線３１…の位置を避けて設けられていればよい。なお、
同図では補助容量用電極パッド２７ａ…と補助容量配線
３３…との位置関係が明確になるように反射電極２７ｂ
…の図示を一部省略してある。また、図８における層間
絶縁膜２６の表面の凹凸は図９では図示していない。ま
た、本実施の形態では、液晶パネル２のパネルサイズ
を、対角０．１ｍ、走査信号線３１を２４０本、データ
信号線３２０×３本として説明する。
【００７１】さらに、図１０に、上記の構成の液晶パネ
ル２における、１画素についての等価回路を示す。図１
０に示すように、透明共通電極１９と反射電極２７ｂと
で液晶層１３を挟持することにより形成した液晶容量Ｃ

LC
と、補助容量用電極パッド２７ａと補助容量配線３３

とでゲート絶縁膜２１を挟持することにより形成した補
助容量Ｃ

CS
とがＴＦＴ１４に接続されるとともに、液晶

容量Ｃ
LC
の透明共通電極１９および補助容量Ｃ

CS
の補助

容量配線３３にバッファ（図示せず）を介して直流ある
いは交流の共通電極電圧Ｖ

COM 
を印加するようになって

いる。
【００７２】つづいて、図６に示した上記コントロール
ＩＣ（制御手段）５は、コンピュータなどの内部にある

14
上記画像メモリ６に蓄えられている画像データを受け取
り、ゲートドライバ３にゲートスタートパルス信号ＧＳ
Ｐおよびゲートクロック信号ＧＣＫを配信し、ソースド
ライバ４にＲＧＢの階調データ、ソーススタートパルス
信号ＳＳＰ、ソースラッチストローブ信号ＳＬＳ、およ
びソースクロック信号ＳＣＫを配信する。これら全ての
信号は同期しており、各信号の周波数を信号名の前にｆ
を付して表すと、これら周波数の関係は一般的には、
ｆＧＳＰ＜ｆＧＣＫ＝ｆＳＳＰ＜ｆＳＣＫ
となっている。なお、いわゆる擬似倍速駆動の場合はｆ
ＧＣＫ＞ｆＳＳＰとなる。画像データ蓄積手段としての
画像メモリ６に蓄積されている画像データは、データ信
号の基になるデータである。また、コントロールＩＣ５
は後述する液晶表示装置１の駆動方法を実行する制御手
段としての機能を有している。
【００７３】上記ゲートドライバ３は、走査信号線ドラ
イバであり、液晶パネル２の各走査信号線に、選択期間
と非選択期間とのそれぞれに応じた電圧を出力する。具
体的には、ゲートドライバ３は、コントロールＩＣ５か
ら受け取ったゲートスタートパルス信号ＧＳＰを合図に
液晶パネル２の走査を開始し、ゲートクロック信号ＧＣ
Ｋに従って各走査信号線に順次選択電圧を印加してい
く。
【００７４】上記ソースドライバ４は、データ信号線ド
ライバであり、液晶パネル２の各データ信号線にデータ
信号を出力し、選択されている走査信号線上にある画素
のそれぞれに画像データを供給する。具体的には、ソー
スドライバ４は、コントロールＩＣ５から受け取ったソ
ーススタートパルス信号ＳＳＰを基に、送られてきた各
画素の階調データをソースクロック信号ＳＣＫに従って
レジスタに蓄え、次のソースラッチストローブ信号ＳＬ
Ｓに従って液晶パネル２の各データ信号線に階調データ
を書き込む。
【００７５】また、コントロールＩＣ５には、ゲートス
タートパルス信号ＧＳＰのパルス間隔の設定を行うＧＳ
Ｐ変換回路５Ａが設けられている。ゲートスタートパル
ス信号ＧＳＰのパルス間隔は、表示のフレーム周波数が
通常の６０Ｈｚである場合は約１６．７ｍｓｅｃであ
る。ＧＳＰ変換回路５Ａは、例えばこのゲートスタート
パルス信号ＧＳＰのパルス間隔を１６７ｍｓｅｃと長く
することができる。１画面の走査期間Ｔ１が通常のまま
であるとすると、上記のパルス間隔のうち約９／１０は
全走査信号線を非走査状態とする期間となる。このよう
に、ＧＳＰ変換回路５Ａでは、走査期間Ｔ１が終了した
後に再びゲートスタートパルス信号ＧＳＰがゲートドラ
イバ３に入力されるまでの非走査期間が、走査期間Ｔ１
より長くなるように設定することができる。この走査期
間Ｔ１より長い非走査期間を休止期間Ｔ２と呼ぶことに
する。
【００７６】ここで、図１に、非走査期間として休止期
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間Ｔ２を設定した場合の、走査信号線Ｇ

1 
～Ｇ

n 
（ｎ＝

２４０）に供給する走査信号の波形を示す。なお、走査
期間Ｔ１より長い休止期間Ｔ２を設定すると、休止期間
Ｔ２が通常の垂直帰線期間（非走査期間）の代わりとな
るため、フレームやフィールドを表す垂直周期が長くな
る。
【００７７】ＧＳＰ変換回路５Ａで非走査期間として休
止期間Ｔ２を設定すると、１垂直期間は走査期間Ｔ１と
休止期間Ｔ２との和になる。例えば、走査期間Ｔ１を通
常の６０Ｈｚ相当の時間に設定すると、それよりも長い
休止期間Ｔ２が存在するために、垂直周波数が３０Ｈｚ
より低い周波数となる。走査期間Ｔ１と非走査期間と
は、静止画や動画など表示したい画像における動きの程
度に応じて適宜設定すればよく、ＧＳＰ変換回路５Ａで
は画像の内容に応じて複数の非走査期間を設定すること
ができるようになっている。そして、非走査期間の少な
くとも１つは休止期間Ｔ２となっている。同図では、Ｇ
ＳＰ変換回路５Ａが外部から入力される非走査期間設定
信号Ｍに応じて非走査期間の設定を変えるようになって
いる。なお、非走査期間設定信号Ｍの形式は任意でよい
が、例えば２ビットの論理信号であれば、非走査期間を
４通りに設定することができる。
【００７８】このように、休止期間Ｔ２を設けることに
より、画面を書き換える回数、すなわちソースドライバ
４から出力するデータ信号の供給周波数を減少させるこ
とができるので、画素を充電する電力を削減することが
できる。したがって、液晶表示装置１が明るさ、コント
ラスト、応答速度、階調性などの基本的な表示品位を確
保することのできるアクティブマトリクス型の液晶表示
装置である場合に、非走査期間として休止期間Ｔ２を設
定すれば、データ信号の供給周波数に正比例して増加す
るデータ信号線ドライバの消費電力を、上記表示品位を
犠牲にすることなく容易にかつ十分に削減することがで
きる。
【００７９】このような理由から、静止画のように画像
に動きのない表示や、動画でも画像に動きの少ない表示
などに対しては、非走査期間を長い休止期間Ｔ２に設定
すればよい。また、動きの多い動画に対しては、非走査
期間として短い休止期間Ｔ２や、休止期間Ｔ２よりも短
い非走査期間に設定すればよい。例えば１６．７ｍｓｅ
ｃという走査期間に対して十分短い非走査期間に設定す
ると、駆動周波数は通常の６０Ｈｚ相当となるので、十
分に速い動画表示が可能になる。これに対し、非走査期
間を３３３３ｍｓｅｃという長い休止期間Ｔ２に設定す
ると、静止画や動きの少ない動画に対して、画面を書き
換えることによる消費電力を基本的な表示品位を保った
まま削減することができる。すなわち、液晶パネル２を
動画ディスプレイと低消費電力ディスプレイとに切り換
えて使用することができる。このように、静止画や動画
など表示画像の種類に応じて画面を書き換える周期を変
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化させることができるので、表示画像の種類ごとに最適
な低消費電力化を図ることができる。
【００８０】また、複数の非走査期間のうちで最短のも
のをＴ０１、Ｔ０１以外の任意のものをＴ０２としたと
き、
（Ｔ１＋Ｔ０２）＝（Ｔ１＋Ｔ０１）×Ｎ（Ｎは２以上
の整数）
の関係とする、すなわち、複数の非走査期間のそれぞれ
を用いたフレーム期間を、最短の非走査期間Ｔ０１を用
いたフレーム期間の整数倍とするのが好ましい。例え
ば、通常の６０Ｈｚで駆動を行う場合、Ｔ１は１６．７
ｍｓｅｃ以下である。Ｔ０１を垂直帰線期間とし、Ｔ０
２を上式の関係に従って設定すれば、６０Ｈｚで転送さ
れてくる画面のデータ信号に対して整数回に１回サンプ
リングを行えばよい。したがって、基準同期信号を非走
査期間のそれぞれに共通化して利用することができ、簡
単な回路を付加するだけで低周波数駆動が可能となっ
て、新たに発生する消費電力を非常に小さくすることが
できる。
【００８１】さらに、ゲートドライバ３およびソースド
ライバ４の内部にはロジック回路があり、それぞれが内
部のトランジスタを動作させるために電力を消費する。
このため、これらの消費電力はトランジスタが動作する
回数に比例し、クロック周波数に比例することとなる。
休止期間Ｔ２には全走査信号線を非走査状態とするの
で、ゲートクロック信号ＧＣＫ、ソーススタートパルス
信号ＳＳＰ、ソースクロック信号ＳＣＫなどのゲートス
タートパルス信号ＧＳＰ以外の信号を、ゲートドライバ
３およびソースドライバ４に入力しないことにより、ゲ
ートドライバ３およびソースドライバ４の内部にあるロ
ジック回路を動作させる必要がなくなるためそれだけ消
費電力を削減することができる。
【００８２】一方、ソースドライバ４がデジタルのデー
タ信号を扱うデジタルドライバである場合には、ソース
ドライバ４の内部に階調発生回路やバッファなどの定常
的に電流が流れるアナログ回路が存在する。また、ソー
スドライバ４がアナログのデータ信号を扱うアナログド
ライバである場合には、アナログ回路としてサンプリン
グホールド回路とバッファとが存在する。さらに、コン
トロールＩＣ５の内部にアナログ回路が存在している場
合もある。
【００８３】アナログ回路の消費電力は駆動周波数に依
存しないので、ゲートドライバ３およびソースドライバ
４の内部にあるロジック回路の動作を停止させただけで
は上記消費電力は削減することができない。そこで、休
止期間Ｔ２中にこれらのアナログ回路を停止させ、アナ
ログ回路を電源から切り離すようにすれば、アナログ回
路の消費電力を削減し、液晶表示装置１全体の消費電力
をさらに低減することができる。なお、液晶表示装置１
がアクティブマトリクス型液晶表示装置である場合に
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は、休止期間Ｔ２中にゲートドライバ３から画素に非選
択電圧を印加するため、停止させるアナログ回路を最低
限ゲートドライバ３と関連しないもの、すなわち休止期
間Ｔ２における表示とは無関係なものとすればよい。少
なくともソースドライバ４のアナログ回路を停止させる
ことにより、最も消費電力の大きいアナログ回路の動作
を停止させることになるので、液晶表示装置１全体の消
費電力を効率よく低減することができる。
【００８４】また、休止期間Ｔ２では画素にデータを書
き込まないので、休止期間Ｔ２に画像メモリ６からの画
像データの転送を停止させることにより、休止期間Ｔ２
において画像データ転送のための消費電力を削減するこ
とができる。画像データの転送の停止に当たっては、例
えば前述の非走査期間設定信号Ｍに基づいてコントロー
ルＩＣ５から画像メモリ６に画像データの転送の停止を
要求する。これにより、転送停止の制御が容易ながら液
晶表示装置１全体の消費電力をさらに低減することがで
きる。
【００８５】なお、非走査期間の設定では、この例のよ
うにＧＳＰ変換回路５Ａに複数の非走査期間設定信号が
入力されるようになっていてもよいし、ＧＳＰ変換回路
５Ａに非走査期間調整用のボリュームや選択用のスイッ
チなどが備えられていてもよい。もちろん使用者が設定
しやすいように液晶表示装置１の筐体外周面に非走査期
間調整用のボリュームや選択用のスイッチなどが備えら
れていてもよい。ＧＳＰ変換回路５Ａは少なくとも外部
からの指示に応じて非走査期間を所望の設定に変えるこ
とのできる構成であればよい。
【００８６】また、図６に示すように、コントロールＩ
Ｃ５には、データ信号線に接続されている出力アンプを
制御するアンプ制御回路５Ｂが設けられている。そし
て、アンプ制御回路５Ｂが、休止期間Ｔ２に出力アンプ
をハイインピーダンス状態にして、全データ信号線をソ
ースドライバ４から切り離すことによって、画面のチラ
ツキを抑え、高表示品位を達成することができる。
【００８７】すなわち、アンプ制御回路５Ｂにより、休
止期間Ｔ２において各データ信号線の電位を一定に保持
することができる。よって、液晶表示装置１がデータ信
号線と接続される画素電極を有するような場合において
生じる、データ信号線と画素電極との容量結合に起因し
た画素電極の電位変動などのように、データ信号線の電
位変動によって生じる各画素のデータ保持状態の変化が
抑制され、チラツキが十分に抑制される。したがって、
十分な低消費電力化とチラツキが十分に抑制された高表
示品位とを両立させることができる。
【００８８】また、前述のように、消費電力を削減する
ためにソースドライバ４のバッファ内部のアナログ回路
の動作を停止させる際、バッファがグランド電位にな
る。すると、バッファと接続されているデータ信号線も
同時にグランド電位になってしまい、液晶表示装置１が
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データ信号線と接続される画素電極を有するような場合
に、容量結合に起因した画素電極の電位変動が生じる。
そこで、全データ信号線をハイインピーダンス状態とし
た後に、休止期間Ｔ２の表示とは無関係なアナログ回路
の動作を停止させるようにする。これにより、アナログ
回路の消費電力の削減を行いながら、画素のデータ保持
状態の変化を抑制し、よりチラツキが抑制された高表示
品位を達成することができる。
【００８９】さらに、全データ信号線を、全画素のデー
タ保持状態の変化が平均してほぼ最小となる電位として
からハイインピーダンス状態とすればなお好ましい。例
えば、液晶表示装置１がデータ信号線と接続される画素
電極と、その対向電極との間に液晶が介在する構成であ
れば、全データ信号線を、対向電極に交流電圧を印加す
る場合に該交流電圧の振幅中心の電位とし、対向電極に
直流電圧を印加する場合に対向電極と同電位とする。こ
の場合、交流駆動で正極性電位の画素と負極性電位の画
素電極とが混在しても、データ信号線と画素電極との容
量結合による全画素の電荷保持状態の変化、すなわちデ
ータ保持状態の変化が平均してほぼ最小となる。これに
より、ラインごとに画素のデータ保持状態が異なる場合
でも、画面全体としてデータ保持状態の変化がほぼ最小
となり、よりチラツキが抑制された高表示品位を達成す
ることができる。
【００９０】また、図１に示すように、透明共通電極１
９（ＣＯＭ電位）に走査期間Ｔ１に交流電圧を印加する
場合には、休止期間Ｔ２に透明共通電極１９を上記交流
電圧の振幅中心の電位とする。このように、休止期間Ｔ
２に透明共通電極１９の電位を上記のように設定するこ
とにより、各画素と対向電極との容量結合に起因した画
素電極２７の電位変動が抑制される。したがって、画素
のデータ保持状態の変化が抑制され、チラツキが抑制さ
れた高表示品位を達成することができる。
【００９１】ここで、上記の構成の液晶パネル２につい
て、休止期間Ｔ２を設けた場合の駆動方法を説明する。
【００９２】図１０の等価回路において、走査信号線３
１に選択電圧を印加してＴＦＴ１４をＯＮ状態とし、デ
ータ信号線３２から液晶容量Ｃ

LC
と補助容量Ｃ

CS
とにデ

ータ信号をを印加する。次に、走査信号線３１に非選択
電圧を印加してＴＦＴ１４をＯＦＦ状態とすることによ
り、液晶容量Ｃ

LC
と補助容量Ｃ

CS
とに書き込まれた電荷

を保持する。ここで、前述したように画素の補助容量Ｃ

CS
を形成する補助容量配線３３を走査信号線３１の位置
を避けて設けているので、これらの等価回路において
は、走査信号線３１と補助容量用電極パッド２７ａとの
容量結合を無視することができる。したがって、この状
態でコントロールＩＣ５により休止期間Ｔ２を設定して
液晶パネル２の駆動を行えば、Ｃｓオンゲート構造で補
助容量を形成する場合と異なり、前段の走査信号線の電
位変動による画素電極２７の電位変動は生じなくなる。
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【００９３】したがって、休止期間Ｔ２を設定して低周
波数駆動とすることによって、データ信号の極性反転周
波数が減少し、データ信号ドライバ、この場合はソース
ドライバ４の消費電力が十分に削減される。また、画素
電極２７の電位変動が抑制されることによって、長い休
止期間Ｔ２を設定してもチラツキが抑制された高表示品
位を得ることができる。
【００９４】以下では、上記液晶表示装置１の駆動方法
について、より詳細に説明する。具体的には、休止期間
Ｔ２における画素電極２７および透明共通電極（対向電
極）１９の駆動波形を２通り説明する。
【００９５】〔１〕第一に、図１から図４を参照しなが
ら、休止期間Ｔ２において、データ信号線３２および／
あるいは透明共通電極１９の電位を固定する駆動方法に
ついて説明する。
【００９６】図２は、走査期間Ｔ１および休止期間Ｔ２
における、ゲートドライバ３の制御に従い走査信号線３
１に供給される走査信号（Ｇ

1 
～Ｇ

240 
）、ソースドラ

イバ４の制御に従いデータ信号線３２に供給されるデー
タ信号（Ｓ電位）、コモンドライバ７の制御に従い透明
共通電極１９に供給される対向電極信号（ＣＯＭ電位）
の駆動波形と、画素電極２７の電位（Ｄ電位）、画素電
極２７と透明共通電極１９との間の電位差（Ｄ－ＣＯＭ
電位差）、および液晶層１３の光学応答を示すタイミン
グチャートである。
【００９７】図２に示すように、走査期間Ｔ１において
は、走査信号（Ｇ

1 
～Ｇ

240 
）および表示画像に応じた

データ信号（Ｓ電位）が交流波形で印加されている。ま
た、透明共通電極１９の電位の振幅の影響を無くすた
め、透明共通電極１９を直流（ＣＯＭ電位）で駆動した
場合を示している。
【００９８】ここで、走査期間Ｔ１においては、ソース
ドライバ４により、データ信号線３２は１水平走査期間
（１Ｈ）ごとという十分に高い周波数で極性反転する１
Ｈ反転駆動により駆動される。そして、画素電極２７の
電位（Ｄ電位）は、データ信号線３２の電位振幅の影響
を受けて振動する。このとき、透明共通電極１９および
画素電極２７に挟持された液晶層１３の液晶分子は、１
水平期間の電圧振動ではなく、走査期間Ｔ１の印加電圧
の実効値である実効電圧Ｖ１に対して応答する。
【００９９】また、図２は、休止期間Ｔ２においては、
全走査信号ごとに非選択信号が入力され、走査期間Ｔ１
に書き込まれた画像データが保持されている。なお、図
２は、休止期間Ｔ２において、データ信号線３２の電位
が制御されていない状態を示している。
【０１００】このように、走査期間Ｔ１と、走査期間Ｔ
１よりも長く全てのデータ信号線３２を非走査状態とす
る休止期間Ｔ２とを垂直期間ごとに繰り返すことによ
り、１垂直期間に要するデータ信号の供給周波数を減少
させることができる。よって、アクティブマトリクス型
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の液晶表示装置など、明るさ、コントラスト、応答速
度、階調性などの基本的な表示品位を確保することので
きるマトリクス型の表示装置においては、データ信号の
供給周波数に正比例して増加するソースドライバ４の消
費電力をその表示品位を犠牲にすることなく容易にかつ
大幅に削減することができる。
【０１０１】ここで、休止期間Ｔ２ではＴＦＴ１４がＯ
ＦＦ状態にあるので、理論的には、図２のようなＳ電位
がデータ信号線３２に印加されても、データ信号線３２
と画素電極２７との間に電流は流れず、画素電極２７の
電位（Ｄ電位）は一定に保たれるべきである。
【０１０２】しかし実際には、図１０に示したように、
データ信号線３２が画素電極２７に対して容量結合（Ｃ

sd
）しているため、画素電極２７の電位（Ｄ電位）はデ
ータ信号線３２の電位（Ｓ電位）の変動に応じて変動す
る。その結果、休止期間Ｔ２ごとに画素電極２７の電位
に変動が生じ、チラツキが発生することがある。
【０１０３】また、図３は、走査期間Ｔ１および休止期
間Ｔ２における、上記液晶パネル２の各駆動信号と光学
応答とを示す他のタイミングチャートである。図３で
は、図２と異なり、ソースドライバ４の出力電圧の振幅
を削減するため、コモンドライバ７が供給する駆動信号
（対向電極駆動信号）によって、透明共通電極１９を交
流駆動している。また、Ｓ電位とともに、コモンドライ
バ７によって、透明共通電極１９の電位を１水平走査期
間（１Ｈ期間）ごとに極性反転する１Ｈ反転駆動を行っ
ている。
【０１０４】さらに、休止期間Ｔ２において、ソースド
ライバ４の制御により、データ信号線３２の電位を走査
期間Ｔ１の駆動信号の電圧範囲内の電位（データ信号線
休止電位）（図３では、一例としてＬｏｗ電位）で固定
している。同様に、休止期間Ｔ２において、コモンドラ
イバ７の制御により、透明共通電極１９の電位を走査期
間Ｔ１の駆動信号の電圧範囲内の電位（対向電極休止電
位）（図３では、一例としてＬｏｗ電位）で固定してい
る。具体的には、ソースドライバ４およびコモンドライ
バ７にそれぞれ所定の電位を供給し続けることによっ
て、データ信号線３２および透明共通電極１９の電位の
変動をそれぞれ抑制する。
【０１０５】ここで、画素電極２７の電位（Ｄ電位）
は、データ信号線３２および透明共通電極１９のそれぞ
れの電位振幅の影響を受けて振動する。なお、簡単のた
め、データ信号線３２の電位変動がＣ

sd
（図１０）を介

して画素電極２７の電位に与える影響を無視した波形を
示している。また、実際の表示ではＳ電位が含む画像デ
ータに応じて、Ｓ電位、Ｄ電位、Ｄ－ＣＯＭ電位差の波
形が変化する。そして、透明共通電極１９および画素電
極２７に挟持された液晶層１３の液晶分子は、１水平期
間の電圧振動にではなく、走査期間Ｔ１の印加電圧の実
効値である実効電圧に対して応答する。
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【０１０６】そして、非選択時の画素電極２７の電位
は、透明共通電極１９の駆動波形に応じて決まり、理論
的には画素電極２７と透明共通電極１９との電位差（Ｄ
－ＣＯＭ電位差）は、すべての休止期間Ｔ２で一定に保
たれるべきである。
【０１０７】しかし実際には、図１０に示すように、画
素電極２７は、走査信号線３１（Ｃ

gd
）およびデータ信

号線３２（Ｃ
sd
）に対して容量結合しているため、画素

電極２７の電位振幅は、透明共通電極１９の電位と完全
には一致しない。
【０１０８】ここで、図３における第ｎラインの画素の
光学応答を、具体的に説明する。まず、休止期間Ｔ２が
終了した時点で（ａ点）、第１ラインの走査が開始さ
れ、透明共通電極１９に交流が印加されるため、液晶層
１３に印加される実効電圧はＶ１となり、液晶分子が応
答する。そして、最終ライン（第２４０ライン）の走査
が終了した時点で（ｂ点）、透明共通電極１９の電位が
Ｌｏｗで固定されるため、実効電圧はＶ２となり、再度
液晶分子が応答する。さらに、透明共通電極１９の電位
の影響が、休止期間Ｔ２の画素電極２７の電位の極性に
応じた方向に働くので、画素電極２７と透明共通電極１
９との間の実効電圧は、ｃ点では実効電圧Ｖ３となる。
【０１０９】このように、液晶層１３に印加される実効
電圧は、走査期間Ｔ１において、「画素電極２７の電位
振幅の中心と透明共通電極１９の電位振幅の中心との差
（Ｖｌ）」となる。一方、休止期間Ｔ２においては、デ
ータ信号線３２および透明共通電極１９の電位をともに
Ｌｏｗで固定しているため、液晶層１３に印加される実
効電圧が、「走査期間Ｔ１における画素電極２７の電位
振幅の下限値と透明共通電極１９の電位振幅の下限値と
の差（Ｖ２）」となる。しかも、休止期間Ｔ２の実効電
圧は、それぞれ極性の異なる電位を保持する状態間にお
いて、実効電圧の絶対値が異なる（Ｖ２≠Ｖ３）。
【０１１０】すなわち、図３のように駆動して、休止期
間Ｔ２におけるデータ信号線３２および透明共通電極１
９の電位を走査期間Ｔ１のＬｏｗ電位でそれぞれ固定す
ると、液晶層１３に印加される実効電圧が走査期間Ｔ１
と休止期間Ｔ２とで異なってしまう。また、極性の異な
る休止期間Ｔ２同士で、実効電圧の絶対値が異なってし
まう。よって、走査期間Ｔ１と休止期間Ｔ２とを切り替
えるごとに液晶層１３に印加される電圧に変動が生じ、
その度に液晶分子が応答するため、図２よりは抑制され
るものの、チラツキが発生することがある。
【０１１１】また、図１は、走査期間Ｔ１および休止期
間Ｔ２における、上記液晶パネル２の各駆動信号と光学
応答とを示す他のタイミングチャートである。図１と図
３との駆動波形の相違点は、休止期間Ｔ２におけるデー
タ信号線３２および透明共通電極１９の電位を、ソース
ドライバ４およびコモンドライバ７の制御によって、走
査期間Ｔ１のそれぞれの電圧振幅の中心とほぼ等しくし
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たことである。
【０１１２】これにより、液晶層１３に印加される実効
電圧は、走査期間Ｔ１と休止期間Ｔ２とでほぼ等しくな
る。よって、走査期間Ｔ１ごとに発生していたチラツキ
を解消することができる。
【０１１３】このように、上記液晶表示装置１の駆動方
法では、データ信号線３２および透明共通電極１９の電
位を、走査期間Ｔ１における電位振幅の中心でそれぞれ
停止させる。これにより、走査期間Ｔ１と休止期間Ｔ２
とにおいて、データ信号線３２および透明共通電極１９
の電位が画素電極２７に与える影響をほぼ等しくするこ
とが可能となる。よって、休止期間Ｔ２を設けても、画
素電極２７の電位の実効値をほぼ一定にして、チラツキ
の無い表示を実現できる。
【０１１４】なお、休止期間Ｔ２におけるデータ信号線
３２および透明共通電極１９の電位は、走査期間Ｔ１に
おけるそれぞれの電圧振幅の中心に限定されない。すな
わち、データ信号線３２の電圧については振幅中心±
１．５Ｖの範囲、透明共通電極１９の電位については振
幅中心±１．０Ｖの範囲で値を変化させても実用上チラ
ツキの無い表示を実現できる。
【０１１５】ここで、休止期間Ｔ２におけるデータ信号
線３２の電位を、上記のように走査期間Ｔ１の電圧振幅
の中心近傍に設定できる理由について、簡単に説明す
る。
【０１１６】ＴＦＴ駆動では、「走査」によって走査信
号線が例えば－１０Ｖ→＋１５Ｖ→－１０Ｖと電圧変動
し、ドレイン電位もゲート／ドレイン容量（Ｃ

gd
）のた

めに変動する。具体的には、走査信号線が＋１５Ｖ（ゲ
ートｏｎ）の時に書き込まれたドレインは、走査信号線
が－１０Ｖ（ゲートｏｆｆ）に変動することで、ΔＶ＝
（－２５Ｖ）×Ｃ

gd
／（Ｃ

LC
＋Ｃ

CS
＋Ｃ

gd
）だけ引き込

まれる。そのため、ＴＦＴ駆動では、上記引き込み電圧
ΔＶを対向電圧にＤＣオフセットとして与えている。
【０１１７】上記引き込み電圧ΔＶを決める容量のう
ち、Ｃ

CS
およびＣ

gd
は変化しない。これに対して、Ｃ

LC

は液晶の配向状態（階調）によって変化する。例えば、
あるポジ型液晶（電圧印加によって立ち上がる液晶）で
は、白電圧（液晶分子が基板にほぼ平行）で比誘電率ε
＝３程度、黒電圧（液晶分子が基板にほぼ垂直）で比誘
電率ε＝８程度である。この誘電率の変化に応じて、Ｃ

LC
も変化する。
【０１１８】このように、表示状態に応じて、すなわち
各階調ごとにＣ

LC
が変化するため、引き込み電圧ΔＶも

各階調ごとに変化するが、対向電極は共通電極であるた
め、各画素ごとに最適なΔＶを設定することは不可能で
ある。そこで、各階調ごとに「データ信号線の振幅中
心」をあらかじめシフトさせた電圧を、各画素に供給す
ることで、階調ごとに異なる引き込み電圧ΔＶの補正を
行っている。
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【０１１９】以上のように、データ信号線３２の走査期
間Ｔ１の電圧振幅の中心は、階調ごとに異なり、表示内
容に依存する。しかし現実には、液晶パネルは、全表示
可能領域においていろいろな階調で表示するため、走査
期間Ｔ１の振幅中心の平均は、中間調表示時の値に近い
と考えられる。
【０１２０】さらに、上記液晶表示装置１の駆動方法で
は、図１に示すように、休止期間Ｔ２に入った時点で
（ｄ点）、コモンドライバ７の制御により透明共通電極
１９の交流駆動を停止して一定電位（図１では、走査期
間Ｔ１の振幅中心）に固定し、つづいて、所定の時間ｔ
０の時点で（ｅ点）、アンプ制御回路５Ｂの制御により
ソースドライバ４をハイインピーダンス状態とする。そ
の結果、時刻ｔ０以後、データ信号線３２の電位は浮い
た状態となる。この後、透明共通電極１９の電位の変動
は無いため、データ信号線３２の電位は変動せず、画素
電極２７の電位も変動しない。よって、チラツキの無い
表示を得ることが可能となる。
【０１２１】このように、コモンドライバ７およびアン
プ制御回路５Ｂの制御により、休止期間Ｔ２において、
最初に透明共通電極１９の交流駆動を停止し、続いてソ
ースドライバ４をハイインピーダンス状態にすることに
よって、休止期間Ｔ２にソースドライバ４内のアンプを
流れる定常電流を削減して、消費電力を低減するととも
に、チラツキの無い表示を得ることが可能となる。
【０１２２】ここで、図４に、図１の比較例として、休
止期間Ｔ２において、最初にデータ信号線３２をハイイ
ンピーダンス状態とした後、透明共通電極１９の交流駆
動を停止した場合における、駆動波形および光学応答を
示したタイミングチャートを示す。
【０１２３】すなわち、図４では、休止期間Ｔ２に入っ
た時点で（ｆ点）、ソースドライバ４をハイインピーダ
ンス状態とすると、データ信号線３２の電位は浮いた状
態となる。つづいて、所定の時間ｔ１の時点で（ｇ
点）、透明共通電極１９の交流駆動を停止し一定電位に
固定すると、透明共通電極１９の電位に引かれてデータ
信号線３２の電位が変動し、そのデータ信号線３２の電
位に引かれて画素電極２７の電位が変動する。したがっ
て、このように駆動すると、走査期間Ｔ１と休止期間Ｔ
２とを切り替えるごとに、チラツキが生じることとな
る。
【０１２４】最後に、液晶表示装置１において、図１に
示した駆動を行ったところ、チラツキは発生せず良好な
表示が得られた。なお、休止期間Ｔ２における透明共通
電極１９の電位は１．５Ｖ（走査期間Ｔ１の振幅は－１
Ｖ～４Ｖ）、データ信号線３２の電位は２Ｖ（走査期間
Ｔ１の振幅は０Ｖ～４Ｖ）とした。
【０１２５】〔２〕第二に、図５、図１１から１３を参
照しながら、休止期間Ｔ２において、データ信号線３２
および／あるいは透明共通電極１９に、走査期間Ｔ１よ
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りも低周波の交流電圧を印加する駆動方法について説明
する。
【０１２６】図５は、走査期間Ｔ１および休止期間Ｔ２
における、上記液晶パネル２の各駆動信号と光学応答と
を示す他のタイミングチャートである。
【０１２７】図５に示すように、走査期間Ｔ１において
は、走査信号（Ｇ

1 
～Ｇ

240 
）、データ信号（Ｓ電位）

として、表示画像に応じた交流波形が印加されている。
また、ソースドライバ４の出力電圧の振幅を削減するた
め、コモンドライバ７により、透明共通電極１９を交流
駆動している。また、Ｓ電位とともに、コモンドライバ
７によって、透明共通電極１９の電位を１水平走査期間
（１Ｈ期間）ごとに極性反転する１Ｈ反転駆動を行って
いる。
【０１２８】また、休止期間Ｔ２においては、ソースド
ライバ４およびコモンドライバ７の制御によって、デー
タ信号線３２および透明共通電極１９に、走査期間Ｔ１
の電圧範囲内（最大電位と最小電位の間）の電位かつ低
周波の交流電圧をそれぞれ印加している。
【０１２９】これにより、液晶層１３に印加される電圧
の実効値は、走査期間Ｔ１と休止期間Ｔ２において等し
くなるため、走査期間Ｔ１ごとに発生していたチラツキ
を解消することができる。
【０１３０】休止期間Ｔ２においてデータ信号線３２お
よび透明共通電極１９に供給する交流電圧の周波数は、
消費電力低減のため、走査期間Ｔ１の周波数以下であ
り、なるべく小さい方が良い。しかし、周波数が小さす
ぎると、液晶分子が電極反転に応答し、新たにチラツキ
の原因となる。なお、休止期間Ｔ２においてデータ信号
線３２および透明共通電極１９に印加する駆動信号の周
波数は、一般的に、３０Ｈｚ以上、より好ましくは４５
Ｈｚ程度以上で駆動したときにチラツキのない表示が得
られることが確認されている。
【０１３１】最後に、液晶表示装置１において、図５に
示した駆動を行ったところ、チラツキは発生せず良好な
表示が得られた。なお、休止期間Ｔ２における透明共通
電極１９の電位は走査期間Ｔ１の振幅－１Ｖ～４Ｖと同
電位で、周波数は６０Ｈｚとし、データ信号線３２の電
位は、走査期間Ｔ１の振幅０Ｖ～４Ｖと同電位で、周波
数は６０Ｈｚとした。
【０１３２】ここで、休止期間Ｔ２においてデータ信号
線３２および透明共通電極１９に供給する交流電圧の振
幅は、図５に示すように、それぞれ走査期間Ｔ１の電圧
範囲内の電位に設定することが望ましい。しかし、休止
期間Ｔ２においてデータ信号線３２に供給する交流電圧
の振幅は、図１１に示すように、走査期間Ｔ１の最大振
幅を超える電位に設定することもできる。
【０１３３】以下では、図１１～図１３を用いて、休止
期間Ｔ２においてデータ信号線３２に、走査期間Ｔ１の
最大振幅を超える交流信号を印加する液晶表示装置１の
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構成について説明する。
【０１３４】まず、図１２に示す液晶表示装置１は、図
７に示した構成に加えて、交流電圧発生回路８と、スイ
ッチ９…とが設けられている。
【０１３５】上記交流電圧発生回路８は、休止期間Ｔ２
においてデータ信号線３２に供給する交流電圧を発生す
る回路である。発生する交流電圧の周波数は、図５と同
様、走査期間Ｔ１の周波数以下であり、なるべく小さい
ほうが望ましい。また、上記交流電圧の振幅は、Ｄ―Ｃ
ＯＭ電位差による画素電極２７の電位の実効値が走査期
間Ｔ１と休止期間Ｔ２とでほぼ一定になるように、休止
期間Ｔ２における透明共通電極１９の駆動信号に応じて
設定される。
【０１３６】上記スイッチ９は、ソースドライバ４と液
晶パネル２との間に、各データ信号線３２ごとに設けら
れている。そして、スイッチ９は、アンプ制御回路５Ｂ
からのアンプ制御信号により、走査期間Ｔ１ではソース
ドライバ４からの駆動信号を、休止期間Ｔ２では交流電
圧発生回路８からの駆動信号を、データ信号線３２に供
給するように切り替えられる。
【０１３７】これにより、データ信号線３２の休止期間
Ｔ２における駆動信号を、交流電圧発生回路８から供給
して、休止期間Ｔ２にソースドライバ４を休止させるこ
とが可能となる。よって、休止期間Ｔ２のソースドライ
バ４に要していた消費電力を削減できる。
【０１３８】また、交流信号発生回路８の出力電圧振幅
を基準電源電圧、すなわち、既存の０Ｖ－３Ｖもしくは
０Ｖ－５Ｖの振幅とすることで、新たな中間電位（例え
ば、４Ｖ等）を発生させる必要がなくなる。よって、中
間電位を作成する時に生じる昇圧ロスがないため、電力
ロスを抑えることが可能となり、さらなる低消費電力化
を実現できる。
【０１３９】また、図１１に示すように、１画面の走査
が終了し休止期間Ｔ２に入った後、データ信号線３２に
一定の期間（継続期間）、走査期間Ｔ１と同一の駆動信
号を入力していてもよい。ここで、図１１では、データ
信号線３２と透明共通電極１９とに入力する信号を同一
にするまでに、休止期間Ｔ２の最初に走査期間Ｔ１と同
一の駆動信号の入力を継続する継続期間が２種類（ｈ－
ｉ間：ｔ２＝４Ｈ、ｊ－ｋ間：ｔ３＝３Ｈ）ある。すな
わち、図１１のタイミングチャートによる駆動方法で
は、２つの継続期間を１フレームごとに変更する。ここ
で、２つの継続期間は、ともに休止期間Ｔ２に対して十
分に小さく、かつ、その差（｜ｔ２－ｔ３｜）が１水平
走査期間の奇数倍（ｎ×Ｈ（ｎ＝１，３，５，…））で
あれば任意に設定できる。
【０１４０】このように、上記液晶表示装置１は、デー
タ信号線３２および透明共通電極１９を駆動する駆動信
号を同一電圧に切り替えるタイミングを、１水平期間の
奇数倍だけずらしながら供給する。これにより、さらに
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チラツキの無い安定した表示が得られることが確認でき
た。なお、図１１では、データ信号線３２および透明共
通電極１９を駆動する駆動信号を同一電圧に切り替える
時、同時に周波数を低周波数に切り替えているが、周波
数を切り替えるタイミングは電圧の切り替えと同時であ
っても良く、前後にずれていても良い。
【０１４１】そして、液晶表示装置１において、図１１
に示した駆動を行ったところ、チラツキの無い表示が得
られた。なお、休止期間Ｔ２においてデータ信号線３２
をソースドライバから切り離し、交流電圧発生回路８と
接続して、周波数が３０Ｈｚ以上、好ましくは４５Ｈｚ
以上の交流信号を印加する。本実施の形態では、周波数
は走査時の１垂直周期のクロック信号を使用することで
６０Ｈｚとし、振幅は電位が基準電源電圧である０Ｖと
５Ｖとした。
【０１４２】また、図１３に示すように、上記交流信号
発生回路８はコモンドライバ７がこれを兼ねてもよい。
すなわち、休止期間Ｔ２では、コモンドライバ７からの
駆動信号を、透明共通電極１９（対向電極）とともにデ
ータ信号線３２にも供給してもよい。なお、休止期間Ｔ
２の駆動信号の振幅は、走査期間Ｔ１に透明共通電極１
９に印加される駆動信号の振幅と同じであってもよい
し、最大振幅以下（すなわち、駆動信号の電圧範囲内）
であってもよい。もちろん、休止期間Ｔ２では、交流信
号発生回路８からの駆動信号をデータ信号線３２および
透明共通電極１９に供給し、ソースドライバ４およびコ
モンドライバ７を休止させるように構成することもでき
る（図示せず）。
【０１４３】これにより、休止期間Ｔ２にコモンドライ
バ７から共通の駆動信号を透明共通電極１９（対向電
極）とデータ信号線３２とに印加できる。よって、休止
期間Ｔ２にデータ信号線３２を駆動するための交流信号
発生回路８を新たに設ける必要がないため、液晶表示装
置１の回路が大型化複雑化することを防止できる。ま
た、データ信号３２と透明共通電極１９とに共通の駆動
信号を入力するため、透明共通電極１９とデータ信号線
３２との間の容量（図１０のＣ

cd
）への充放電が無くな

り、さらに低消費電力化することが可能となる。
【０１４４】ここで、図１１において、休止期間Ｔ２に
データ信号線３２に印加する駆動信号を透明共通電極１
９に印加する駆動信号と同じにすると、データ信号線３
２の電位が走査期間Ｔ１と休止期間Ｔ２とで変動して、
厳密にはＤ－ＣＯＭ電位差の実効値に若干のずれが生じ
る。
【０１４５】しかしながら、一般に、図１０におけるＣ

sd
／（Ｃ

gd
＋Ｃ

sd
＋Ｃ

LC
＋Ｃ

CS
）が１／２０程度である

ことから、上記実効値変動は実際上ほとんど問題ないレ
ベルとなる。よって、休止期間Ｔ２におけるデータ信号
線３２および透明共通電極１９の電位は、走査期間Ｔ１
の振幅中心±１．０Ｖの範囲で値を変化させても、実用
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上チラツキの無い表示を実現できる。
【０１４６】さらにチラツキを低減するためには、休止
期間Ｔ２に印加する駆動信号の周波数を増加させること
が有効である。上記の駆動方法では、ソースとコモンに
共通電位を入力するため、ソース／コモン間に電荷の充
放電は発生しないが、ゲート／ソース間およびゲート／
コモン間には電荷の充放電が発生するため、周波数を増
加させると消費電力削減効果が減少する。
【０１４７】そこで、休止期間Ｔ２における駆動周波数
とチラツキの知覚限界との関係について詳細な検討を行
ったところ、表１の結果を得た。従って、本実施の形態
では、データ信号線３２および透明共通電極１９に休止
期間Ｔ２に印加する駆動周波数を、完全にチラツキが知
覚できない最低周波数である５００Ｈｚとした。
【０１４８】
【表１】

【０１４９】なお、液晶パネル２のパラメータ（Ｃ
LC
，

Ｃ
CS
他）が液晶パネル２の種類ごとに異なるため、各種

類の液晶パネルごとに最適な駆動周波数は異なる。そし
て、駆動周波数は表示品位のためには大きい方が良い
が、省電力化のためには小さい方が良い。したがって、
休止期間Ｔ２の駆動周波数は、液晶パネル２のパラメー
タや用途等に基づいて最適化される。例えば、休止期間
Ｔ２の駆動信号は、駆動周波数が０、すなわち直流信号
であってもよい。
【０１５０】以上のように、液晶表示装置１によれば、
アクティブ素子を有する構成において、１画面を書き換
える走査期間Ｔ１の後に、走査期間Ｔ１より長い休止期
間Ｔ２を設け、休止期間Ｔ２におけるデータ信号線３２
および透明共通電極１９の電位を最適に制御することに
よって、チラツキの無い表示品位を保ったまま低消費電
力化を達成することができる。
【０１５１】なお、上記液晶表示装置１の駆動方法は、
走査期間Ｔ１において階調の分布が一般的な画像データ
が入力されている場合、休止期間Ｔ２のデータ信号線３
２および透明共通電極１９の電位をそれぞれ走査期間Ｔ
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１の中心とすることで、実現したものである。しかし、
データ信号線３２および透明共通電極１９の電位の組み
合わせを、直前あるいはそれ以前の走査期間Ｔ１の電位
から求めてもよい。さらに、極性を反転させている場合
には、休止期間Ｔ２の１つおきに設定してもよい。
【０１５２】本実施の形態は本発明の範囲を限定するも
のではなく、本発明の範囲内で種々の変更が可能であ
り、以下のように構成することができる。
【０１５３】例えば、本実施の形態に係る表示装置の駆
動方法は、対向配置される一対の基板のうち、一方の基
板に複数のアクティブ素子を設け、前記アクティブ素子
を通じて上記基板間に所望の電圧を印加し、光の透過率
もしくは反射率を制御する表示装置の駆動方法におい
て、１画面を走査する走査期間の後に、走査期間より長
い全走査信号線を非走査状態とする休止期間を設け、前
記休止期間には対向電極の電位を固定（交流駆動しな
い）してもよい。
【０１５４】また、上記の表示装置の駆動方法は、前記
休止期間の対向電極の電位が、走査期間に供給される対
向信号電圧の振幅内から選ばれてもよい。
【０１５５】また、上記の表示装置の駆動方法は、前記
休止期間の対向電極の電位が、走査期間に供給される対
向信号電圧の振幅中心の近傍（液晶表示装置であれば、
振幅中心±１Ｖ以内）に設定されてもよい。これによ
り、良好な低消費電力の表示装置が実現できる。
【０１５６】また、上記の表示装置の駆動方法は、対向
配置される一対の基板のうち、一方の基板に複数のアク
ティブ素子を設け、前記アクティブ素子を通じて上記基
板間に所望の電圧を印加し、光の透過率もしくは反射率
を制御する表示装置の駆動方法において、１画面を走査
する走査期間の後に、走査期間より長い期間全走査信号
線を非走査状態とする休止期間を設け、前記休止期面に
はデータ信号配線の電位を固定（交流駆動しない）して
もよい。
【０１５７】また、上記の表示装置の駆動方法は、前記
休止期間のデータ信号配線の電位が、走査期間に供給さ
れるデータ信号電圧の振幅内から選ばれてもよい。
【０１５８】また、上記の表示装置の駆動方法は、前記
休止期間のデータ信号配線の電位が、走査期間に供給さ
れるデータ信号配線電圧の振幅中心の近傍（液晶表示装
置であれば、振幅中心±１．５Ｖ以内）に設定されてい
てもよい。これにより、良好な低消費電力の表示装置が
実現できる。
【０１５９】また、上記の表示装置の駆動方法は、前記
休止期間は、対向電極信号およびデータ信号配線の交流
駆動を停止した後、データ信号ドライバの出力アンプを
ハイインピーダンス状態としてもよい。
【０１６０】また、本実施の形態に係る表示装置の駆動
方法は、対向配置される一対の基板のうち、一方の基板
に複数のアクティブ素子を設け、前記アクティブ素子を
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通じて上記基板間に所望の電圧を印加し、光の透過率も
しくは反射率を制御する表示装置の駆動方法において、
１画面を走査する走査期間の後に、走査期間より長い期
間全走査信号線を非走査状態とする休止期間を設け、前
記休止期間の対向電極に、走査期間に供給される駆動信
号に対して、電圧がほぼ等しく、周波数が前記駆動信号
よりも小さい（液晶表示装置であれば、周波数が前記駆
動信号の１／２以下、かつ、４５Ｈｚ以上）の交流を印
加してもよい。これにより、良好な低消費電力の表示装
置が実現できる。
【０１６１】また、上記の表示装置の駆動方法は、対向
配置される一対の基板のうち、一方の基板に複数のアク
ティブ素子を設け、前記アクティブ素子を通じて上記基
板間に所望の電圧を印加し、光の透過率もしくは反射率
を制御する表示装置の駆動方法において、１画面を走査
する走査期間の後に、走査期間より長い期間全走査信号
線を非走査状態とする休止期間を設け、前記休止期間の
データ信号線に、走査期間に供給される駆動信号に対し
て、電圧が任意の中間調電位であり、周波数が前記駆動
信号よりも小さい（液晶表示装置であれば、周波数が前
記駆動信号の１／２以下、かつ、４５Ｈｚ以上）の交流
を印加してもよい。これにより、チラツキのない良好な
表示性能を有した低消費電力の表示装置が実現できる。
【０１６２】また、上記の表示装置の駆動方法は、前記
休止期間に対向電極およびデータ信号配線に供給される
交流電圧が同期して振動させてもよい。これにより、よ
り効果的にチラツキを低減できる。
【０１６３】また、本実施の形態に係る表示装置の駆動
方法は、画素がマトリクス状に配置された画面の各ライ
ンを複数の走査信号線により線順次に選択して走査し、
選択されたラインの画素にデータ信号線からデータ信号
を供給して表示を行う表示装置の駆動方法において、１
画面を走査する走査期間に続けて、該走査期間よりも長
く全走査信号線を非走査状態とする休止期間を設け、か
つ上記休止期間には、上記データ信号線はスイッチによ
りデータ信号ドライバと切り離され、さらに上記データ
信号線は交流信号発生回路に接続され、任意の振幅（例
えば、前記交流信号発生回路と同一振幅）で、周波数が
当該データ信号の周波数以下の交流駆動信号を印加して
もよい。なお、休止期間にデータ信号線に供給される駆
動信号の振幅は走査期間の電圧範囲内に限定されない。
上記の方法により、休止期間において、データ信号線を
スイッチによりデータ信号ドライバから切り離し、交流
信号発生回路に接続することによって、データ信号ドラ
イバを休止させることが可能となる。また、休止期間に
おけるデータ信号線の駆動信号を、対向電極に駆動信号
を供給する交流電圧発生回路（コモンドライバ）から供
給してもよい。
【０１６４】
【発明の効果】本発明の表示装置の駆動方法は、以上の
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ように、１画面を走査する走査期間に続けて、該走査期
間よりも長く全走査信号線を非走査状態とする休止期間
を設け、かつ、上記休止期間には上記データ信号線の電
位を所定のデータ信号線休止電位に固定する方法であ
る。
【０１６５】本発明の表示装置の駆動方法は、以上のよ
うに、さらに、上記休止期間におけるデータ信号線のデ
ータ信号線休止電位を、上記走査期間にデータ信号線に
供給されるデータ信号の電圧範囲内に設定する方法であ
る。
【０１６６】本発明の表示装置の駆動方法は、以上のよ
うに、さらに、上記休止期間におけるデータ信号線のデ
ータ信号線休止電位を、上記走査期間にデータ信号線に
供給されるデータ信号の振幅中心に設定する方法であ
る。
【０１６７】それゆえ、走査期間と休止期間とにおい
て、データ信号線の電位が画素電極に与える影響をほぼ
等しくすることが可能となる。よって、休止期間を設け
ても、画素電極の電位の実効値をほぼ一定にして、チラ
ツキの無い表示を実現できる。したがって、マトリクス
型の表示装置において、十分な低消費電力化とチラツキ
が十分に抑制された高表示品位とを両立させることが可
能となるという効果を奏する。
【０１６８】また、本発明の表示装置の駆動方法は、以
上のように、１画面を走査する走査期間に続けて、該走
査期間よりも長く全走査信号線を非走査状態とする休止
期間を設け、かつ、上記休止期間には対向電極の電位を
所定の対向電極休止電位に固定する方法である。
【０１６９】本発明の表示装置の駆動方法は、以上のよ
うに、さらに、上記休止期間における対向電極の対向電
極休止電位を、上記走査期間に対向電極に供給される対
向電極駆動信号の電圧範囲内に設定する方法である。
【０１７０】本発明の表示装置の駆動方法は、以上のよ
うに、さらに、上記休止期間における対向電極の対向電
極休止電位を、上記走査期間に対向電極に供給される対
向電極駆動信号の振幅中心に設定する方法である。
【０１７１】それゆえ、走査期間と休止期間とにおい
て、対向電極の電位が画素電極に与える影響をほぼ等し
くすることが可能となる。よって、休止期間を設けて
も、画素電極の電位の実効値をほぼ一定にして、チラツ
キの無い表示を実現できる。したがって、マトリクス型
の表示装置において、十分な低消費電力化とチラツキが
十分に抑制された高表示品位とを両立させることが可能
となるという効果を奏する。
【０１７２】また、本発明の表示装置の駆動方法は、以
上のように、上記の表示装置の駆動方法によって、休止
期間にはデータ信号線の電位をデータ信号線休止電位に
固定し、かつ、上記の表示装置の駆動方法によって、上
記休止期間には対向電極の電位を対向電極休止電位に固
定する方法である。
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【０１７３】それゆえ、走査期間と休止期間とにおい
て、データ信号線および対向電極の電位が画素電極に与
える影響をほぼ等しくすることが可能となる。よって、
休止期間を設けても、画素電極の電位の実効値をほぼ一
定にして、チラツキの無い表示を実現できる。したがっ
て、マトリクス型の表示装置において、十分な低消費電
力化とチラツキが十分に抑制された高表示品位とを両立
させることが可能となるという効果を奏する。
【０１７４】本発明の表示装置の駆動方法は、以上のよ
うに、さらに、上記休止期間において、上記データ信号
線の電位と上記対向電極の電位とを、データ信号線休止
電位と対向電極休止電位とにそれぞれ固定した後、上記
データ信号線にデータ信号を供給するデータ信号ドライ
バに対して当該データ信号線をハイインピーダンス状態
とする方法である。
【０１７５】それゆえ、さらに、データ信号線と接続さ
れる画素電極を有する表示装置において生じる、データ
信号線と画素電極との容量結合に起因した画素電極の電
位変動などのように、データ信号線の電位変動によって
生じる各画素のデータ保持状態の変化が抑制され、画面
のチラツキが十分に抑制される。
【０１７６】したがって、マトリクス型の表示装置にお
いて、十分な低消費電力化とチラツキが十分に抑制され
た高表示品位とを両立させることが可能となるという効
果を奏する。
【０１７７】また、本発明の表示装置の駆動方法は、以
上のように、１画面を走査する走査期間に続けて、該走
査期間よりも長く全走査信号線を非走査状態とする休止
期間を設け、かつ、上記休止期間には上記データ信号線
に、周波数が上記走査期間に当該データ信号線に供給さ
れるデータ信号の周波数以下の交流の駆動信号を印加す
る方法である。
【０１７８】本発明の表示装置の駆動方法は、以上のよ
うに、さらに、上記休止期間にデータ信号線に印加する
駆動信号の振幅を、上記走査期間に当該データ信号線に
供給されるデータ信号の電圧範囲内に設定する方法であ
る。
【０１７９】それゆえ、走査期間と休止期間とにおい
て、データ信号線の電位が画素電極に与える影響をほぼ
等しくすることが可能となる。よって、休止期間を設け
ても、画素電極の電位の実効値をほぼ一定にして、チラ
ツキの無い表示を実現できる。したがって、マトリクス
型の表示装置において、十分な低消費電力化とチラツキ
が十分に抑制された高表示品位とを両立させることが可
能となるという効果を奏する。
【０１８０】また、本発明の表示装置の駆動方法は、以
上のように、１画面を走査する走査期間に続けて、該走
査期間よりも長く全走査信号線を非走査状態とする休止
期間を設け、かつ、上記休止期間には対向電極に、振幅
が上記走査期間に当該対向電極に供給される対向電極駆
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動信号の電圧範囲内、周波数が当該対向電極駆動信号の
周波数以下の交流の駆動信号を印加する方法である。
【０１８１】それゆえ、走査期間と休止期間とにおい
て、対向電極の電位が画素電極に与える影響をほぼ等し
くすることが可能となる。よって、休止期間を設けて
も、画素電極の電位の実効値をほぼ一定にして、チラツ
キの無い表示を実現できる。したがって、マトリクス型
の表示装置において、十分な低消費電力化とチラツキが
十分に抑制された高表示品位とを両立させることが可能
となるという効果を奏する。
【０１８２】また、本発明の表示装置の駆動方法は、以
上のように、上記の表示装置の駆動方法によって、休止
期間にはデータ信号線に交流の駆動信号を印加し、か
つ、上記の表示装置の駆動方法によって、上記休止期間
には対向電極に交流の駆動信号を印加し、上記の両駆動
信号の周波数および位相が一致している方法である。
【０１８３】それゆえ、走査期間と休止期間とにおい
て、データ信号線および対向電極の電位が画素電極に与
える影響をほぼ等しくすることが可能となる。よって、
休止期間を設けても、画素電極の電位の実効値をほぼ一
定にして、チラツキの無い表示を実現できる。したがっ
て、マトリクス型の表示装置において、十分な低消費電
力化とチラツキが十分に抑制された高表示品位とを両立
させることが可能となるという効果を奏する。
【０１８４】また、本発明の表示装置の駆動方法は、以
上のように、１画面を走査する走査期間に続けて、該走
査期間よりも長く全走査信号線を非走査状態とする休止
期間を設け、かつ、上記休止期間には、振幅が上記走査
期間に対向電極に供給される対向電極駆動信号の電圧範
囲内、周波数が当該対向電極駆動信号の周波数以下の交
流の駆動信号を上記対向電極に印加するとともに、当該
交流の駆動信号を上記データ信号線にも印加する方法で
ある。
【０１８５】また、本発明の表示装置の駆動方法は、以
上のように、１画面を走査する走査期間に続けて、該走
査期間よりも長く全走査信号線を非走査状態とする休止
期間を設け、かつ、上記休止期間には、上記走査期間に
対向電極に供給される対向電極駆動信号の電圧範囲内の
電位の直流の駆動信号を上記対向電極に印加するととも
に、当該直流の駆動信号を上記データ信号線にも印加す
る方法である。
【０１８６】それゆえ、走査期間と休止期間とにおい
て、データ信号線および対向電極の電位が画素電極に与
える影響をほぼ等しくすることができる。よって、休止
期間を設けても、画素電極の電位の実効値をほぼ一定に
して、チラツキの無い表示を実現できる。加えて、休止
期間ではデータ信号線の駆動信号を対向電極に駆動信号
を供給する交流信号発生回路から供給することが可能と
なるため、データ信号ドライバをデータ信号線から切り
離して、データ信号ドライバを休止させることにより、



(18) 特開２００２－１８２６１９

10

20

33
消費電力を削減できる。したがって、マトリクス型の表
示装置において、十分な低消費電力化とチラツキが十分
に抑制された高表示品位とを両立させることが可能とな
る。
【０１８７】本発明の表示装置は、以上のように、上記
の駆動方法を実行する制御手段を備える構成である。
【０１８８】それゆえ、マトリクス型の表示装置におい
て、十分な低消費電力化とチラツキが十分に抑制された
高表示品位とを両立させることが可能となるという効果
を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る表示装置の駆動方法
を説明する、走査期間および休止期間における、液晶パ
ネルの各駆動信号と光学応答とを示すタイミングチャー
トである。
【図２】本発明の実施の形態に係る表示装置の駆動方法
を説明する、走査期間および休止期間における、液晶パ
ネルの各駆動信号と光学応答とを示すタイミングチャー
トである。
【図３】本発明の実施の形態に係る表示装置の駆動方法
を説明する、走査期間および休止期間における、液晶パ
ネルの各駆動信号と光学応答とを示すタイミングチャー
トである。
【図４】図１に示した表示装置の駆動方法の比較例を説
明するタイミングチャートである。
【図５】本発明の実施の形態に係る表示装置の駆動方法
を説明する、走査期間および休止期間における、液晶パ
ネルの各駆動信号と光学応答とを示すタイミングチャー
トである。 *
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*【図６】図１、図５、図１１に示した表示装置の駆動方
法を用いた液晶表示装置の構成の概略を示すブロック図
である。
【図７】図６に示した液晶表示装置が具備する液晶パネ
ルの構成の概略を示すブロック図である。
【図８】図６に示した液晶表示装置が具備する液晶パネ
ルの構成の概略を示す断面図である。
【図９】図６に示した液晶表示装置が具備する液晶パネ
ルの構成の概略を示す透視平面図である。
【図１０】図６に示した液晶パネルの等価回路を示す回
路図である。
【図１１】本発明の実施の形態に係る表示装置の駆動方
法を説明する、走査期間および休止期間における、液晶
パネルの各駆動信号と光学応答とを示すタイミングチャ
ートである。
【図１２】図６に示した液晶表示装置が具備する液晶パ
ネルの他の構成の概略を示すブロック図である。
【図１３】図６に示した液晶表示装置が具備する液晶パ
ネルのさらに他の構成の概略を示すブロック図である。
【符号の説明】
１    液晶表示装置（表示装置）
２    液晶パネル（画面）
４    ソースドライバ（データ信号ドライバ）
５    コントロールＩＣ（制御手段）
１９    透明共通電極（対向電極）
３１    走査信号線
３２    データ信号線
Ｔ１    走査期間
Ｔ２    休止期間

【図１】 【図９】
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